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8月 27日から長崎県、佐賀県、福岡県を中心に大雨が続き、28日 5時 50分には 3

県に大雨特別警報が発表されました（28日 14時 55分に解除）。この豪雨により、人的

被害や建物被害が報道されています。  

全社協では、「豪雨災害福祉対策本部」を 8月 28日に設置しました。現在、全社協

構成組織および関係機関と連携して被害状況の情報収集を行っており、今後、情報

提供を行ってまいります。 

「豪雨災害福祉対策本部」 
 

 
 

 

 

 

 

 

（対策本部事務局：総務部 ／ 広報事務担当：総務部広報室） 

【当面の対応】 

⚫ 被災地府県社協ならびに種別協議会協議員等を通じた被災状況や支援

ニーズに関する情報収集を行い、本部に一元化する。 

⚫ 被災地府県社協との連絡・調整のもと、全社協としての被災地支援の方針

を決定する。 

⚫ 被災地支援活動に関する広報・情報提供を行う。 
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社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

2019（令和元）年8月 29日 

日 

※ 九州北部を中心とする 8 月 27 日からの大雨被害に

ついての情報をお送りします。 
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